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はじめに

計画策定の趣旨と計画期間

第２次愛南町総合計画後期基本計画の策定に寄せて
本町は、平成 26（2014）年３月に第２次愛南町総合計画を策定し、町の将来像を「ともにあ

ゆみ育て創造するまち～第２章～」と掲げ、総合的かつ計画的な町政運営を進めてまいりました。
この間、「人口減少・超高齢化」という構造的課題への取り組みとして、国は、平成 26（2014）

年 11 月に「まち・ひと・しごと創生法」を公布・施行し、これを受け、本町においても平成 28
（2016）年３月に「愛南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少の抑制・人口
減少社会への対策を進めているところです。

このような中、第２次愛南町総合計画で掲げる基本構想を踏襲し、前期基本計画との継続性と整合性、さらには社会情
勢の変化と複雑多様化する行政需要や新たな行政課題への的確な対応を念頭に置き、平成 33（2021）年度を目標年度と
する後期基本計画を策定いたしました。

町の最高規範である愛南町自治基本条例に謳われる本計画により、町民、事業者及び行政が力を合わせて着実に歩みを
進め、持続可能な地域社会の実現を目指してまいりますので、町民の皆様をはじめ、関係各位のより一層のご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

平成 30 年 3 月
愛南町長　清　水　雅　文

愛南町総合計画は、町の政策を定める最上位の計画であり、町民、事業者及び行政がそれぞれの果たすべ
き役割と責任を分担して、総合的かつ計画的にまちづくりに取り組んでいくための指針となるものです（愛
南町自治基本条例第 24 条）。

愛南町は、平成 16（2004）年 10 月に旧５か町村が合併し誕生した後、平成 18（2006）～ 25（2013）
年度を期間とする愛南町総合計画（第１次）を策定、平成 26（2014）年度からは第２次愛南町総合計画に
基づいた町政運営を計画的に推進してまいりました。

愛南町が誕生し、10 余年が経過しましたが、この間に人口減少及び少子高齢化の一層の進展、地球温暖
化対策として低炭素社会実現に向けた取組、東日本大震災を契機とした安心安全に対する意識の高揚、社会
保障と税の一体改革の推進など、本町を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しています。加えて、国・地方
を通じた厳しい財政状況が今後も見込まれる中、時代の変化や多様化する行政ニーズに対応できる、自主自
立のまちづくりを進めていくことが求められています。

第２次愛南町総合計画は、前期基本計画４年、後期基本計画４年の構成となっており、平成 29（2017）
年度末で前期基本計画が終了となります。そこで、町の現況や時代潮流及び前期基本計画の成果状況の振り
返りを踏まえ、町の将来像「ともにあゆみ育て創造するまち ～第２章～」の実現のために、前期基本計画の
内容を見直し、平成 30（2018） 年度からの施策別計画を策定するものです。これにより、町民、事業者及
び行政がまちづくりに向けて力を合わせて着実に歩みを進め、町民の笑顔があふれるまち「愛南町」を育み、
創りあげていくことをめざします。

第 2 次愛南町総合計画の期間は、平成 26（2014）年度から平成 33（2021）年度までの 8 年間です。
また、総合計画の基本計画の部分は、4 年後に見直します。

H26
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H27
（2015）

H28
（2016）

H29
（2017）

H30
（2018）

H31
（2019）

H32
（2020）

H33
（2021）

基本構想

前期基本計画 後期基本計画
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愛南町の将来像

将来人口の見通し

愛南町がめざすべき将来像は、愛南町が
誕生して以来、取り組んできたまちづくり
をさらに深化させる意味を込めて、引き続
いて、「ともにあゆみ育て創造するまち～
第２章～」とします。

その実現のために、５つの政策分野を定
め、まちづくりを進めていきます。

本町の平成 33（2021）年の人口を 20,000 人と想定します。
また、中間年である平成 29（2017）年の人口を 22,000 人と想定します。
年齢３区分別の人口割合の将来推計では、今後も一層少子高齢化が進み、平成 33（2021）年の高齢化率は、44％近く

に達する見込みです。

ともにあゆみ育て創造するまち
～第２章～

ともにあゆみ育て創造するまち
～第２章～

支えあい健やかに
暮らせるまちづくり

豊かな自然環境と
共生し快適に暮らせる

まちづくり

豊かな心と文化を
育むための
ひとづくり

活力ある
産業を育てる
まちづくり

自立と協働による
安心安全な
まちづくり
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指標名 現状値 目標値

子育てしやすいまちだと思う保護者の割合 72.3％ 75.0％

合計特殊出生率 1.32 1.74

指標名 現状値 目標値

自立高齢者の割合 79.2％ 80.0％

指標名 現状値 目標値

地域で支えあっていると思う町民の割合 - 70.0％

指標名 現状値 目標値

在宅で生活している障がい者（児）の割合 90.1％ 91.0％

指標名 現状値 目標値

自分で健康と感じている町民の割合 75.7％ 80.0％

健康寿命（男） 65.0 年 延ばす

健康寿命（女） 66.8 年 延ばす

65 歳未満の死亡率（65 歳未満人口千対） 2.7 人 2.6 人

町内の医療体制に対する満足度 28.6％ 40.0％

施策の基本的な方向性
●保育サービス等の充実
●地域における子育て支援
●家族形成意識醸成の支援
●子育て世代への経済的支援

施策の基本的な方向性
●日常生活の支援
●居宅サービスの充実
●生きがい活動の推進
●地域包括ケアの充実
●介護予防サービスの充実
●介護保険サービスの充実

施策の基本的な方向性
●地域福祉活動の推進
●社会福祉制度の円滑運営

施策の基本的な方向性
●早期療育支援体制の充実
●地域生活支援の推進
●社会参加の促進

施策の基本的な方向性
●心と体の健康づくり
●医療保険制度の健全運営
●福祉医療費助成制度の充実
●安心して医療を受けられる体制の確保

●  地域における多様なニーズに対応する保育サービス等の充実により、保護者が安心して子どもを預け働くことができる環境を整備しま
す。また、少子化対策に焦点をあて、子育て環境の充実の一環として様々な支援を検討します。

●  高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康に生活できるよう、高齢者の健康づくり、日常生活の支援、介護予防サービス等の充実に努
めます。一方で、元気な高齢者が引き続いて地域社会で活躍できるよう、高齢者の生きがいづくりにも取り組んでいきます。

●  障がい者（児）福祉については、障がいに関する相談、情報提供等を充実させ、早期から障がい者（児）を支援できる体制を整えるとともに、
障がい者（児）が地域の支えあいの中で安心して生活ができるよう社会参加の促進を図ります。

●  愛南町を取り巻く地域医療の現実は、厳しいものがあります。町民が安心して医療を受けることができる地域医療体制の充実に向け、
今後も取り組んでいきます。また、町民が健康を維持して病気にかからないよう、町民の心と体の健康づくりを推進し、将来的に医療
費の抑制へとつながることをめざします。

支えあい健やかに暮らせるまちづくり
政策

１

施策１-１ 子育て環境の充実〉〈

施策１-２ 高齢者福祉の充実〉〈

施策１- ５ 地域福祉の推進〉〈

施策１- ３ 障がい者（児）福祉の充実〉〈

施策１- ４ 健康・医療体制の充実〉〈



指標名 現状値 目標値

豊かな自然環境が維持されていると感じる町民の割合 90.9％ 95.0％

環境にやさしい生活の平均実践項目数（全 11 項目） 4.40 項目 8.00 項目

指標名 現状値 目標値

総ごみ排出量 6,519t 6,400t

指標名 現状値 目標値

愛南町役場から松山市までの自動車での所要時間 130 分 130 分

町内の道路環境の満足度 63.5％ 68.0％

道路管理上の損害賠償請求件数 １件 ０件

指標名 現状値 目標値

公共交通による移動に困らない町民割合 45.9％ 50.0％

指標名 現状値 目標値

水道水に満足している町民の割合 89.2％ 90.0％

施策の基本的な方向性
●生活・自然環境の保全
●環境意識の醸成
●景観の保全
●生活排水の適正処理
●河川・排水路の機能向上

施策の基本的な方向性
●ごみ排出抑制の推進
●リサイクルの推進
●廃棄物の適正処理
●不法投棄の防止

施策の基本的な方向性
●愛南町への高速道路の早期延伸
●国・県道の整備促進
●町道の整備促進

施策の基本的な方向性
●町による生活交通の確保
●公共交通機関の利用促進

施策の基本的な方向性
●安定的な給水の推進
●経営の安定化
●地震・災害に強い水道の整備
●安全な給水の推進

● 本町の豊かな自然環境や景観を守り、共生しつつ、不自由のない快適な暮らしづくりに取り組みます。

●  町民の環境を大切にする意識を高め、リサイクルの推進による廃棄物の抑制や不法投棄の防止を推進するとともに、太陽光発電、風力
発電等の再生可能エネルギーを導入推進し、地球温暖化対策を図ります。

● 道路環境を整備するとともに、高齢者等の移動に困る町民に対して利便性の高い公共交通を確保します。

●  町外へ快適に移動できる手段及び大災害発生時に人命救助や物資の輸送などの「命の道」となる高速道路の町内への早期延伸に向けて、
国、県等の関係機関への要望活動を推進します。

● 安心安全な水道水を提供するとともに、町営浄化槽の整備等により生活排水の適正な処理を推進します。

● 本町の豊かな自然環境を一つの魅力として住環境を整備するなど、本町への定住を促進し、地域の活性化を図ります。

豊かな自然環境と共生し快適に暮らせるまちづくり
政策

２

施策２-１ 環境の保全〉〈

施策２-２ 廃棄物抑制とリサイクルの推進〉〈

施策２- ３ 道路環境の充実〉〈

施策２- ４ 公共交通の確保〉〈

施策２- ５ 安定的な水道水の供給〉〈
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指標名 現状値 目標値

漁業生産額 20,535 百万円 21,000 百万円

経営体数 397 経営体 400 経営体

指標名 現状値 目標値

担い手農業経営体数 182 経営体 190 経営体

耕作面積 1,712ha 1,740ha

指標名 現状値 目標値

有効求人倍率 0.47 倍 0.70 倍

指標名 現状値 目標値

町内の小売業者数 296 業者 290 業者

町内の商工業者数 1,201 業者 1,200 業者

指標名 現状値 目標値

年間観光客数 1,231,369 人 1,500,000 人

施策の基本的な方向性
●水産基盤の整備
●漁業の安定経営
●ぎょしょく教育と消費拡大
● 生産者、漁協、行政及び大学の共同連携強化
●漁業後継者の育成

施策の基本的な方向性
●担い手の育成と確保
●経営安定と高付加価値化の推進
●農地の保全・農村環境の整備
● 低コストで生産性の高い林業システムの確立
●地域資源の有効活用

施策の基本的な方向性
●雇用の促進
●創業支援の推進
●企業誘致の推進

施策の基本的な方向性
●日常生活の買物環境づくり
●経営面の支援強化

施策の基本的な方向性
●地域資源の有効活用
●観光ＰＲの推進
●観光資源の充実

●  水産業では、漁港海岸施設の整備により防災・生産・流通の拠点づくりに取り組むとともに、漁業の安定経営に向けて、本町の良好な
漁場環境を活かした安心安全な高付加価値な水産物供給に向けて、漁業者への支援体制を充実させます。

●  農業では、効率的で安定的な生産基盤の整備を行うとともに、耕作放棄地や鳥獣被害への対策を講じ、優良農地の確保に取り組みます。
そして、地域の特性を活かした農産物の産地化を進めるなど、高付加価値化を推進します。

●  商工業では、商工会等と連携し、中小事業者の生産性や販売力の強化に向けた支援を行います。

●  地域資源の有効活用をテーマとして、農林水産業、商工業、観光などが連携し、特産品の開発・販売、地産地消、グリーン・ツーリズ
ム等を行い、交流人口の拡大や６次産業化への展開を図ります。

●  雇用対策では、雇用相談や各種研修を実施し雇用促進を図るとともに、企業誘致や企業留置の推進により、雇用の維持・確保及び拡大
をめざします。

活力ある産業を育てるまちづくり
政策

３

施策３-１ 水産業の振興〉〈

施策３-２ 農林業の振興〉〈

施策３- ５ 雇用対策の推進〉〈

施策３- ３ 商工業の振興〉〈

施策３- ４ 観光・物産の振興〉〈



●  ボランティア団体や NPO 法人など多様な主体が町政に参画してまちづくりに当事者として協働する、「新しい公共」のあり方について
検討するとともに、地域のコミュニティ活動の運営・維持への支援を図ります。

●  限られた行政資源の効果的・効率的な活用による自主自立のまちづくりが求められています。そのため、町の事業、公共施設等で計画
的に運営するマネジメント手法を導入し、持続可能な自治体経営に取り組みます。

●  安心安全なまちづくりの推進については、消防・防災体制の充実、そして町民が事件・事故に遭わないための環境整備に努めます。

●  南海トラフ地震等の大災害の発生に備える防災・減災対策では、自助・共助・公助の連携を基本として防災教育・学習による町民への
防災意識の向上を図り、町全体で防災・減災対策に取り組んでいきます。

自立と協働による安心安全なまちづくり
政策

４

指標名 現状値 目標値

行政の防災対策に安心感をもっている町民の割合 64.3％ 80.0％
地域（行政区・自主防災組織）の防災力に安心感をもっている
町民の割合

57.2％ 70.0％

家庭の防災力に安心感をもっている町民の割合 49.3％ 60.0％

施策の基本的な方向性
●自主防災体制の確立
● 継続的・普遍的な防災教育・学習の推進
●耐震化の促進
●防災情報通信網の維持管理
●災害時支援体制の確立
●防災・減災ハード対策の推進

施策４-２ 防災・減災対策の推進〉〈

指標名 現状値 目標値

１万人当たりの火災発生件数 3.5 件 2.7 件
火災による損害額 1,586 千円 1,500 千円
救急車の平均到着時間 9.6 分 8.5 分
救急車の平均収容時間　※119番通報を受けてから病院に収容するまでに要した時間 42.4 分 39.3 分

施策の基本的な方向性
●消防力の強化
●救急救命体制の充実
●火災予防体制の充実
●消防団の充実強化

施策４- ３ 消防・救急体制の充実〉〈

指標名 現状値 目標値

交通事故発生件数 34 件 30 件
刑法犯認知件数 153 件 121 件

施策の基本的な方向性
●交通安全意識の高揚
●交通安全施設の整備
●防犯対策の推進
●消費生活の安定

施策４- ４ 暮らしの安全対策の推進〉〈

指標名 現状値 目標値

施策成果指標の目標値の達成割合 23.9％ 70.0％
町の行財政運営が効果的・効率的に行われていると思う町民の割合 81.2％ 90.0％
実質公債費比率 6.3％ 8.3％
将来負担比率 9.5％ ０％

施策の基本的な方向性
●効果的・効率的な行政運営
●人材育成と効率的な組織運営
●健全な財政運営
●地域情報化の推進

施策４- ５ 効果的・効率的な行財政運営の推進〉〈

指標名 現状値 目標値

町民一人当たりの公共施設延床面積 10.9m2　 11.7m2

公共施設の減価償却率 56.9％ 56.9％

施策の基本的な方向性
●未利用施設の活用
●公共施設の維持管理

施策４- ６ 公共施設マネジメントの推進〉〈

指標名 現状値 目標値

町民、事業者及び行政が協働したまちづくりがなされていると
思う町民の割合

55.4％ 60.0％

施策の基本的な方向性
●地域コミュニティ活動の支援
●新しい公共の推進
●広報の充実
●町民の町政への参画の推進
●情報公開の推進

施策４-１ 協働によるまちづくりの推進〉〈
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指標名 現状値 目標値

楽しく学校生活を送っている児童（小学生）の割合 95.0％ 96.0％

児童が楽しく学校生活を送っていると思う保護者の割合 93.7％ 95.0％

楽しく学校生活を送っている生徒（中学生）の割合 94.4％ 96.0％

生徒が楽しく学校生活を送っていると思う保護者の割合 94.4％ 95.0％

指標名 現状値 目標値

生涯学習に取り組んでいる町民の割合 12.3％ 30.0％

指標名 現状値 目標値

スポーツ活動に親しむ町民の割合 29.6％ 32.0％

各種スポーツ団体・クラブに加入している町民の割合 13.4％ 15.0％

指標名 現状値 目標値

この１年間に、自身の人権が侵害されたと感じたことがある町民の割合 12.1％ 9.0％

出身、性別、国籍、年齢、病気、障がいの有無等の人権に係る
差別をしてはならないと考える町民の割合

97.7％ 100％

施策の基本的な方向性
●確かな学力の向上
●心の教育の充実
●健やかな体の育成
●安心安全な学校づくり
●教職員の資質・能力の向上

施策の基本的な方向性
●生涯学習機会の充実
●青少年の健全育成
●生涯学習を行う活動拠点の整備・充実
● 文化活動の活性化及び地域文化の保護・継承

施策の基本的な方向性
●各種スポーツ団体及び指導者の育成
●各種スポーツ活動への参加機会の充実
●スポーツ施設の利用促進
●スポーツツーリズムの推進

施策の基本的な方向性
●人権・同和教育の推進
●男女共同参画の推進
●社会的弱者の人権の保護

●  学校教育では、確かな学力の向上や心身の健全育成を図るとともに、子どもの将来を見据えて、社会に貢献できる人材を育てます。そ
のための学校環境を充実させるとともに、地域全体で子どもを育てていく体制を整え、子どもたちみんながふるさと愛南町に誇りをも
てる教育を展開します。

●  生涯学習に関する情報の提供、老朽施設の更新などを通じて、生涯学習環境を整備し、生涯学習に取り組む町民を増やすことをめざします。

● 文化の面では、地域の伝統文化や町の貴重な文化財を保護し、将来にわたって継承していきます。

●  基本的人権の尊重の理念が、家庭や学校、地域社会、職場などのあらゆる場に浸透するよう啓発に努めます。また、男女の性差に関係なく、
個人の能力が十分に発揮できるように男女共同参画社会の実現に取り組みます。

豊かな心と文化を育むためのひとづくり
政策

５

施策５-１ 学校教育の充実〉〈

施策５-２ 生涯学習の充実〉〈

施策５- ３ スポーツの充実〉〈

施策５- ４ 人権尊重・男女共同参画の実現〉〈


